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第５９回中小企業団体富山県大会を開催 
 

 本会では、去る１１月１３日(火)、ホテルグランテラス富山（富山市）において、「つながる ひろげ

る 連携の架け橋」をキャッチフレーズに第５９回中小企業団体富山県大会を開催しました。大会には山

崎康至富山県副知事をはじめとする来賓及び会員など約２００名が出席し、表彰式のほか大会決議案の

審議を行い２０項目の大会決議と宣言を採択しました。 

 

 大会は、高田順一本会会長の開会の挨拶に始

まり、石井隆一富山県知事、高野行雄県議会議

長の来賓祝辞があり、優良組合、組合功労者、

優良専従役職員の表彰を行いました。 

 その後、廣瀬宏一本会副会長を議長に選任し、

議事に入り、決議案の上程、泉貞夫富山県テン

トシート工業組合理事長の意見発表があり、２

０項目の大会決議と大会宣言を採択し、決議実

行委員の選任を行いました。 

 議事終了後、神戸国際大学 経済学部 教授 中

村 智彦氏より、「ピンチをチャンスに変えるた

めに！～今、経営者がなすべきこと～」をテー

マとした記念講演があり、その後、記念パーテ

ィーを開催し全ての日程を終えました。 

 

＜大会決議＞ 

（総合） 

◊中小企業対策の拡充・強化 

◊中小企業連携組織対策の強化 

◊省エネ・節電対策支援の強化 

◊適正な取引環境の整備 

◊中小企業の海外販路開拓支援の強化 

◊情報化支援施策の拡充・強化 

◊官公需対策の強化と地元中小企業者の受注機

会の拡大 

◊地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策 

◊計画的な公共投資の推進 

（金融） 

◊公的金融機関の機能強化 

◊経営者保証ガイドラインの周知徹底と個人保

証に過度に依存しない融資慣行の普及 

（税制） 

◊消費税について 

◊中小法人・中小企業組合に対する法人税率の引

下げ 

（商業・サービス業） 

◊魅力あるまちづくりの推進 

◊商店街共同施設への助成 

◊共同店舗の空き店舗対策 

（労働） 

◊地域の実情を踏まえた最低賃金の設定  

◊人材確保・育成対策の推進  

◊外国人材の受入れ対策 

◊働き方改革実現に向けた中小企業への配慮 

 

＜表彰受彰の方々＞ 

（敬称略） 

□富山県知事表彰 

（優良組合） 

◊高岡銅器団地協同組合  
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◊富山県歯科医師協同組合  

◊富山ネットワーク協同組合  

（組合功労者） 

◊今井 兼二  富山県ニット工業組合 

◊高野 修成  八尾機械工業センター協同組合 

◊楠  行博  富山県印刷工業組合 

◊園  晶雄  富山県鍍金工業組合 

（優良専従役職員） 

◊茶木 悦子  富山県パン・学校給食米飯協同組合 

◊藤野 こずえ 富山県火災共済協同組合 

 

□富山県中小企業団体中央会会長表彰 

（優良組合） 

◊富山駅周辺開発協同組合  

◊アイ・ハウス事業協同組合  

◊射水エルピーガス事業協同組合 

◊グリーンキャスター事業協同組合 

◊協同組合おわらスタンプ会 

（組合功労者） 

◊小森 武次    西中町商店街振興協同組合 

◊細田 志津雄  魚津新宿商店街振興組合 

◊宮木 隆至   高岡銅器アルミ協同組合 

◊松田 治男   富山県中古自動車販売商工組合 

（優良専従役職員） 

◊三輪 裕子   協同組合中央通商栄会 

◊若杉 秀子   立山町管工事協同組合 

 

◇ 平成 30 年度グローバル人材育成講座開催

のご案内 

 

 富山県では、平成 30年度グローバル人材育成

講座を開催します。ベトナムを拠点とする駐在

員候補、ベトナム人技能実習生の受入れ担当者

及び部門管理監督者など、両国の文化の違いを

超えて、ベトナム人と密接で良好な人間関係を

築きたい方を対象としています。ベトナムとい

う国や人々を理解することを通して、ベトナム

人とどのように付き合っていくのか、どのよう

にマネジメントしていくのかを考えていきます。 

 

１．開催日時  

 平成３１年１月２６日（土） 

 平成３１年２月２日（土） 

 いずれも９時３０分～１６時 

２．開催場所 富山県技術専門学院 

       （富山市向新庄町 1-14-48） 

３．内容  

【１日目】 

（１） 海外事業展開及び海外人材活用の必

要性 

（２） ベトナムを知る 

①ベトナム近代史、②経済社会事情

③ベトナム人と付き合う前に 

（３） ベトナムとどう付き合うか 

①望まれる人事政策、②赴任の心得 

③受入れの心得 

（４） 拠点運営の基本  

①拠点運営のポイント 

【２日目】 

（１） ファシリテーション研修 

多様な意見を引き出し、実りのある

成果を出す 

（２） 生産管理基礎研修 

ベトナム人を指導するための基礎知

識の習得 

 講師：景山 幸郎 氏（(一財)海外職業訓練協

会（OVTA）国際アドバイザー） 

４．定員   20名 

元気いっぱいのファーストバンクです。 
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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５．受講料  6,600円 

６．お申込み・お問合せ先 

富山県技術専門学院 

ＴＥＬ．０７６－４５１－８８０３ 

ＦＡＸ．０７６－４５１－８８４２ 

下記ＵＲＬより受講申込書をダウンロードい

ただき、必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお

申込いただくか、Web フォームよりお申込みく

ださい。 

http://www.gisen-toyama.ac.jp/seminar/news

/h30gr01.html 

 

◇ 富山県景観づくりフォーラム 2018 開催の

ご案内 

 

 富山県では、美しい土をつくり、地域の特性

を生かした景観づくりを推進するため、「富山

県景観条例」に基づき、景観づくりに関する施

策に取り組んでいます。 

 優れた景観づくりの推進には、県民や事業者

の皆さまが主体となった積極的な取組みが重要

であることから、景観づくりの取組みを奨励し、

景観に対する関心を高めていただくために、「富

山県景観づくりフォーラム 2018」を開催いたし

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。 

 

１．開催日時  平成３０年１１月２６日（月）

１４時～１６時 

２．開催場所  タワー111 スカイホール 

       （富山市牛島新町 5-5） 

３．内  容  

 （１）表彰式 

  うるおい環境とやま賞、景観広告とやま賞 

 （２）講演会 

  「身近なパブリック」からの風景づくり 

  講師：中井 祐 氏 

     （東京大学大学院 教授） 

４．その他  入場料無料 

       駐車場の数に限りがございます

ので、なるべく公共交通機関でご来場く

ださい。 

５．お申込み・お問合せ先 

富山県土木部建築住宅課景観係 

〒933-8501 富山市新総曲輪 1-7 

ＴＥＬ．０７６－４４４－９６６１ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－４４２３ 

Ｅ-Ｍail：akenchikujutaku@pref.toyama.lg.jp 

詳細は下記ＵＲＬをご確認いただき、ご参加

を希望される方は、氏名、住所、連絡先をご記

入の上、土木部建築住宅課景観係までＥメール、

郵送、ＦＡＸのいずれかの方法でお知らせくだ

さい。 

 

◇ ハラスメント対応特別相談窓口を開設して

います 

 

 富山労働局では、平成 30年 12月 28日（金）

まで雇用環境・均等室において、ハラスメント

対応特別相談窓口を開設しています。 

 職場でのセクシュアルハラスメントや上司・

同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等

を理由とする不利益取扱いやハラスメントにつ

いて、またパワーハラスメントについてもご相

談いただけます。 

 働く人のみならず企業の担当者もご相談くだ

さい。 

 

１．開設時間  ８時３０分～１７時１５分 

 （平成３０年１２月２８日（金）まで） 

 ※時間をかけて、丁寧にご相談に対応してい

ます。できるだけお早めにお電話またはご

来庁ください。 

２．電話番号 ０７６－４３２－２７４０ 

３．開設場所 富山労働局雇用環境・均等室 

       （富山市神通本町 1-5-5 富山労

働総合庁舎 4階） 

【相談内容（例）】 

◆セクハラについて社内の相談窓口に相談した

ら「それくらいのことは我慢しろ」と言われた。  
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◆妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメン

トの相談を受けたが、会社としてどうすればよ

いか。 

 

◇ 平成 29年度補正予算「地域文化資源活用空

間創出事業（商店街支援事業）」の第 3次公

募を実施しています 

 

 中小企業庁では、地域文化資源活用空間創出

事業（商店街支援事業）の第 3次公募を実施し

ています。インバウンドが加速する中で、2020

年オリンピック・パラリンピックの開催、2025

年大阪万博の誘致を見据えて、クールジャパン

を自走させるため、クールジャパン政策の 3つ

のステップ（（1）日本ブーム創出、（2）海外

で販売、（3）日本国内で消費）を実現していく

ことが重要です。本事業は、3 つのステップの

うちの（3）のステージを実現するため、文化イ

ベントを契機とした地域の活性化、名所・観光

地・食文化等、地域文化資源と連携した空間創

出によって、にぎわいを創出し、外国人観光客

等を増加させるとともに、これらと連携した商

店街の活性化を支援する事業です。第 3次公募

においては、台風 19～21号等（平成 30年 8月

20日～9月 5日までの間）の暴風雨及び豪雨に

よる災害によって被害を受けた山形県、福井県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和

歌山県に所在する商店街を優先して採択します。 

 

１．補助対象事業  

地域文化資源活用交流促進事業 

  我が国の文化を代表する歴史的建造物（城、

街並み、神社、寺院、庭園等）や、名所・観

光地・食文化等の地域文化資源を活用し、外

国人観光客等に地域での消費を促すためのイ

ベント事業 

 ※第 3次募集においては、地域文化資源活用

空間整備事業については募集しません。 

２．補助率・補助額  

 補助率：対象経費の 1/2以内 

 補助額：1 つの事業におけるイベントの実施

回数によって決定。 

 実施回数 1回：上限 100万円、下限 25万円 

 実施回数 2回：上限 150万円、下限 50万円 

 実施回数 3回：上限 225万円、下限 75万円 

 実施回数 4 回以上：上限 300 万円、下限 100

万円 

３．補助対象事業者 

 （１）商店街組織 

 （２）商店街組織と民間事業者の連携体 

４．募集締切 平成３０年１２月１４日（金） 

       当日消印有効（中部経済産業局

宛て提出） 

５．募集要領等 

 下記ＵＲＬより募集要領等をダウンロードし

てください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo

/2018/181102chiikibunka.htm 

６．お問い合わせ先 

中部経済産業局 産業部流通・サービス産業課商

業振興室 

〒460-8510 名古屋市中区三の丸 2-5-2 

ＴＥＬ．０５２－９５１－０５９７ 
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